
 

  



 



 

誰もが暮らしやすいまちのバリアフリー化を目指して 

 

本区では、平成 27 年度に「文京区バリアフリー基本構

想」を策定し、「点から面へ、みんなの心へ、バリアフリー

の輪を広げよう」という目標のもと、誰もが暮らしやすい

安全で快適なまちづくりの実現に向けて、ハードとソフト

が一体となった施設・経路のバリアフリー化の推進に鋭意

取り組んでまいりました。 

 

この間、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会や第 25 回夏季デフリンピック競技大会 東京 2025 の

開催を経て、「共生社会の実現」や「社会的障壁の除去」に

向けた意識が高まりを見せるとともに、バリアフリー法の

改正や障害者差別解消法の施行など、社会情勢は大きく変

化しております。 

 

こうした背景を踏まえ、本区ではこの度「文京区バリアフリー基本構想」を改定い

たしました。新たな基本構想では、区内 45 施設を新たに生活関連施設に追加すると

ともに、これらの施設を結ぶ経路を生活関連経路に設定することで、区内全域におけ

るバリアフリー化のさらなる推進を図ります。 

また、施設整備などのハード面の充実はもとより、心のバリアフリーや情報のバリ

アフリーといったソフト面の取組を強化し、ハード・ソフトが一体となった区全体に

おける移動や施設利用のバリアフリー化を推進してまいります。 

 

本基本構想の実現には、行政による取組に加え、区民の皆さまや事業者の皆さまと

ともに進んでいくことが不可欠です。すべての人がお互いの個性を尊重し、支え合う

共生社会の実現に向けて、地域全体で誰もが安心して住み続けられるまちづくりを進

めてまいります。 

 

結びに、本基本構想の改定にあたり、長期間の協議・検討にご尽力いただきました

各位、貴重なご意見やご提案をいただきました皆さまに厚く御礼申し上げます。 

 

令和８（2026）年３月 

文京区長 
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